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５ 女性の活躍推進

①女性活躍推進法に基づく取組の実施
②働く場における男女の均等な機会と制度の
　活用促進

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）
　社会の様々な分野における活動に参画する機会に係る
　男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、
　男女いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する
　ことを意味します。
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